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　1．政策委員会委員の就任

　平成23年6月30日、石
い し だ

田 浩
こ う じ

二が政策委員会審議委員に就任した注）。

石田 浩二　新審議委員の紹介

昭和22年6月22日生

出身地　神奈川県

昭和 45年　4月　　　東京大学経済学部卒業
　　 45年　5月　　　（株）住友銀行 入行
平成　6年 10月　　　　　　〃　　 資金為替部長
　　　9年　6月　　　　　　〃　　 取締役
　　 11年　6月　　　　　　〃　　 執行役員
　　 13年　1月　　　　　　〃　　 常務執行役員 企画部長
　　 13年　4月　　　（株）三井住友銀行 常務執行役員 経営企画部長
　　 14年　6月　　　　　　〃　　　　 常務執行役員 本店第一営業本部長
　　 15年　6月　　　（株）三井住友フィナンシャルグループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役 常務取締役
　　 16年　4月　　　　　　〃　　　　　　　　　　　代表取締役 専務取締役
　　 17年　6月　　　　　　〃　　　　　　　　　　　常任監査役
　　　　　　　　　　（株）三井住友銀行 監査役（非常勤）
　　 18年　6月　　　三井住友銀リース（株）代表取締役社長 兼 最高執行役員
　　 19年 10月　　　三井住友ファイナンス＆リース（株）代表取締役社長
　　 23年　6月30日　日本銀行政策委員会審議委員
　

注 ）　平成23年6月16日に野田忠男審議委員が任期満了により退任しました。
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　2．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営について」
の公表に関する件（6月13・14日）

　本委員会は、平成23年6月13・14日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の

金融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関
する特則」の制定に関する件（6月13・14日)

　本委員会は、平成23年6月13・14日の金融政策決定会合において、物価の安定

を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する観点から、金融調節の円滑

を確保しつつ、金融機関が、金融面の手法を一段と広げ、わが国経済の成長基

盤の強化に向けて、さらに活発に取り組むことを支援するため、「成長基盤強化

を支援するための資金供給における出資等に関する特則」を別紙．のとおり制

定することを決定した。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2011年5月19･20日開催分）に
関する件（6月13・14日）

　本委員会は、平成23年6月13・14日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2011年5月19･20日開催分）注1）を承認した。

◆･2011年7月から2012年6月の金融政策決定会合の開催予定日に
関する件（6月13・14日）

　本委員会は、平成23年6月13・14日の金融政策決定会合において、2011年7月
から2012年6月の金融政策決定会合の開催予定日を別紙のとおりとすることを承

認した。

　

注1 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（6月17日公表）。
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（２）通常会合関係

◆参与の推薦に関する件（5月17日）

　本委員会は、平成23年5月17日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財

務大臣に対し、永易 克典 氏を参与に推薦することを決定した注2）（7月1日、財務

大臣より任命）。

　

注2 ）　本件は、本委員会で5月中に決定したものですが、財務大臣による任命後に発刊さ

れる月報に掲載する扱いとしました。
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◆･平成23年度夏期節電計画に関する件（6月15日）

　本委員会は、平成23年6月15日、政府（電力需給緊急対策本部）が平成23年5
月13日に決定した「夏期の電力需給対策について」および「政府の節電実行基

本方針」の趣旨を踏まえて、下記のとおり平成23年度夏期節電計画を決定した。

記

1.　基本的な考え方

　　節電に当たっては、以下の4つの視点を踏まえて、夏期の使用最大電力の削

減に取組む。

（1）電気事業法第27条に基づく使用制限の遵守

（2）中央銀行業務の適切な遂行

（3）わが国全体の節電の取組みへの貢献

（4）職員の健康に配慮した勤務環境の整備

2.　節電の枠組み

（1）目標

　　平成23年7月１日〜9月30日の平日9〜20時における使用最大電力を、前年実

績対比で少なくとも15％削減し、可能な限りさらなる上積みを図るよう努め

る。

（2）取組単位

　　東京電力管内および東北電力管内における日本銀行の拠点を以下の取組単

位に区分し、各々の取組単位で、いわゆる「共同使用制限スキーム」を活用

して、使用最大電力の削減に取組む。
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（節電の取組単位および目標値）

節電の取組単位

平成22年度夏期

使用最大電力

（A）

平成23年度夏期

使用最大電力の

目標値（B）

削減幅

（B-A）

本店（注1） 13,117kW 11,149kW ▲1,968kW

支店（注2）

（東京電力管内）
943kW 801kW ▲142kW

支店（注3）

（東北電力管内）
1,437kW 1,221kW ▲216kW

（注1）府中分館（電算センター）、戸田分館（発券センター）等を含む。

（注2）前橋支店、横浜支店および甲府支店。

（注3）青森支店、秋田支店、仙台支店、福島支店および新潟支店。

　なお、東京電力管内および東北電力管内以外の地域において、今後、電力需

給を巡る環境の変化から、需要面の対応が必要となった場合には、当該地域に

所在する支店において、本節電計画の趣旨を踏まえつつ、節電に取組むことと

する。

3.　取組事項

（1）節電の取組み

　・消費電力の大きい発券関係業務用機器の平日稼動の大幅抑制（休日稼動へ

の振替および輪番での稼動を含む）

　・消費電力の大きいシステム機器の一部停止

　・空調および換気の抑制・停止

　・照明の抑制・消灯

　・OA機器の節電

　・エレベータ使用の抑制

　・貨幣博物館の平日閉館および本店見学の中止

　・夏期に実施を予定していた研修の延期
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（2）勤務面の取組み

　・勤務時間帯の1時間前倒し（業務の性質等を勘案して各部署で実施）

　・夏期の休暇取得促進（業務の性質等を勘案し、部署単位での一斉休暇等を

促進）

　・東日本大震災の被災者支援ボランティアに参加する場合の休暇措置の拡充

　・時間外勤務の抑制

4.　事後検証

　　取組期間中における使用最大電力の削減目標の達成状況については、取組

期間の終了後に、取りまとめて公表する。

◆･政策委員会月報（平成23年5月）に関する件（6月21日）

　本委員会は、平成23年6月21日、政策委員会月報（平成23年5月）を承認した。
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　3．報告事項

●�2010年度下期の本行システムの運行状況（システム情報局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況（金融機構局）

●決済システムレポート2010-2011（決済機構局）注1）

●平成22年度におけるコンプライアンス会議の活動状況等
（総務人事局、システム情報局）

●平成22年度における国家公務員と比較した本行職員の給与水準
　（ラスパイレス指数）（総務人事局）注2）

　

注1 ）　インターネット･ホームページをご参照ください（6月24日公表）。

注2 ）　本行職員の給与水準（ラスパイレス指数）については、本政策委員会月報P.16およ

びインターネット・ホームページの「日本銀行の役職員の報酬・給与等について」を

ご参照ください（6月30日公表）。
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